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１ 第７６回坂井地区広域連合議会定例会議事日程 

 

令和５年２月１０日（金） 

午 後 ０ 時 ５ ９ 分 開 議 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 提案理由の説明 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 議案第１号 令和４年度坂井地区広域連合一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第２号 令和５年度坂井地区広域連合一般会計予算 

日程第 ８ 議案第３号 令和５年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算 

日程第 ９ 議案第４号 令和５年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算 

日程第 10 議案第５号 坂井地区広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例の 

            制定について 

日程第 11 議案第６号 坂井地区広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正

する等の条例の制定について 

日程第 12 議案第７号 指定管理者の指定について 

日程第 13 議員派遣の件について 

   



3 

 

２ 本日の会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（18名） 

  １番 三 上 寛 了   ２番  林  豊 夏   ３番 廣 瀬 陽 子 

  ４番 青 柳 篤 始   ５番 鍋 嶋 邦 広   ６番 山 田 秀 樹 

  ７番 島 田 俊 哉   ８番 戸 板  進    ９番 佐 藤 寛 治 

１０番 北 浦 博 憲  １１番 伊 藤 聖 一  １２番  辻  人 志 

１３番 堀 田 あけみ  １４番 川 畑 孝 治  １５番 永 井 純 一 

１６番 室 谷 陽一郎  １７番 畑 野 麻美子  １８番 山 川 知一郎 

 

４ 欠席議員（０名） 

 なし 

 

５ 説明のために出席した者の職氏名 

 広域連合長  池 田 禎 孝       副広域連合長  森  之 嗣 

 事 務 局 長  髙 田 八千代       事務局次長 宮 川 利 秀 

  

 

６ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議会事務局書記 手 島 紀志子      議会事務局書記 奥 出 宇 啓 

議会事務局書記 長谷川 浩 幸 

 

７ 議事の経過 

  午後 0時 59分 開 議 
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第７６回坂井地区広域連合議会定例会 

（午後 0時 59分 開議） 

 

〇事務局主任（手島紀志子）御起立願います。一同、礼。ご着席ください。 

〔一同起立・礼・着席〕 

 

◇開会の宣告◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）ただいまの出席議員は 18 名であります。定足数に達しておりま

すので、これより第７６回坂井地区広域連合議会定例会を開会いたします。 

                   

◇広域連合長招集挨拶◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）開会にあたり、広域連合長から招集の挨拶があります。 

池田広域連合長。 

 

〇広域連合長（池田禎孝）本日ここに、第76回坂井地区広域連合議会定例会が開会され

るにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。新年を迎え早や１ケ月が過ぎました。議員各

位には新年をつつがなくお迎えのこととお喜び申し上げます。また、公私ともにご多忙

のところ、ご参集をいただき、厚くお礼申し上げます。さて、2024年度は介護保険制度

改正の年であります。国においては、昨年12月に介護保険制度の見直しに関する意見が

取りまとめられております。また、高齢者数がピークとなる2040年を見据え、来年度か

ら地域医療の再編に向けた議論を始まることとなっております。これらは、当広域連合

におきましても、第９期介護保険事業計画策定に大きく影響するものでありますので、

国の動向や改正内容等の把握に努めたいと考えております。ご案内のとおり、本定例会

は新年度予算をご審議いただく、最も重要な議会でございます。提出いたします議案は、

令和４年度補正予算および令和５年度当初予算に関するもの４議案、条例の改正に関す

るもの２議案、指定管理者の指定が１議案、計７議案の審議をお願いするものです。 

何とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、
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招集のご挨拶といたします。 

 

◇開議の宣告◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）これより本日の会議を開きます。 

 

◇行政報告◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）次に、広域連合長の行政報告を求めます。池田広域連合長。 

 

〇広域連合長（池田禎孝）それでは、各課の所管事項について、行政報告を申し上げま

す。まず、総務課所管でございます。令和 4 年 4月から令和 4 年 12 月までの 9 ヶ月間

における事業報告でございます。代官山斎苑の利用状況でございますが、坂井市三国町

で 214件、あわら市で 295件、準管内で 3件、管外で 5件の、合計 517件となっており

ます。また、霊柩車の使用でございますが、坂井市三国町で 204件、あわら市で 264件、

準管内で 2件、管外で 2件の、合計 472件でございます。霊柩車の自宅廻りの利用状況

でございますが、三国町 47件、あわら市で 55件、の合計 102件でございます。待合室

の活用については、小さなお葬式や、あるいは収骨待ちでの食事などに利用してもらえ

るよう、ホームページや広報誌へ掲載しているところでございます。今後とも、市民に

対するサービスの質を落とさないように、指定管理者への指導を徹底してまいります。 

代官山墓地の貸付けでございますが、3 平方メートルが 2 区画、4 平方メートルが 4 区

画、6平方メートルが 3区画の合計 9区画を貸付しております。市役所の窓口、色々な

業者にパンフレットを配布し周知を行っております。次に、さかいクリーンセンターの

状況でございます。生し尿が 1,225 キロリットル、浄化槽汚泥等が 6,009 キロリット

ル、合計 7,234キロリットルでございまして、前年度同期と比較しますと 5.8パーセン

トの減少となっております。肥料の配布でございますが、配布量は 1,065袋となってお

ります。昨年度と比較し、163袋、13.3パーセント減少となっております。なお、運転

管理および維持管理の状況につきましては、毎月モニタリングを行い、適切に管理され
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ていることを確認しております。続きまして、介護保険課でございます。まず、要介護

認定事務でございますが、第 1 号被保険者の要支援も含めた要介護認定者数は、12 月

末現在で 5,897 人、前年同期と比較しますと 0.68 パーセントの増となっており、第 1

号被保険者の 16.76パーセントを占めております。次に、保険給付でございます。 

今年度 12月審査分までの給付実績は、79億 2,256万円で、前年同時期と比較しますと、

0.004パーセント、31万円の増で、ほぼ横ばいとなっております。執行率でございます

が、第８期介護保険事業計画値に対して、約 95.2 パーセントを見込んでおります。続

いて、主な事業等の実施状況でございます。まず、介護認定、認定調査状況でございま

す。介護認定調査につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により調査ができ

ない場合は、期間延長措置を適用しましたが、その他の調査は、施設や病院のご協力の

もと、感染予防を徹底し調査を実施しているところでございます。介護認定審査会も、

審査委員のご尽力により一度も中止することなく、審査判定を行っております。その判

定結果は早急に申請者へ届け、介護が必要な方が適切に介護サービスを利用できるよう

努めております。次に、介護給付適正化事業でございます。当広域連合では、適正化事

業主要 5事業の中でも特に「ケアプラン点検」を積極的に展開し、12月末現在では、予

防・介護合わせて 82 件のケアプラン点検を行い「ケアマネジメントの質の向上」に対

する支援に力を入れて取り組んでいるところでございます。また、介護サービス事業者

の育成・支援ならびに介護保険事業の健全かつ円滑な運営の確保のため、運営指導及び

集団指導を行っております。12月末現在では、20法人 46事業所に対して運営指導を実

施、3月には全ての事業者を対象に集団指導を実施する予定でございます。今後も、介

護給付適正化事業を通して、保険者として責任を持った助言、指導を継続し、介護給付

の健全化を図ってまいります。以上、行政報告とさせていただきます。 

 

〇議長（堀田あけみ）本日の議事日程は、お手元のとおりであります。 

 

◇会議録署名議員の指名◇ 
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〇議長（堀田あけみ）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、８番 戸板 進議員、９

番 佐藤寛治議員を指名します。 

 

◇会期の決定◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は本日１日限りにしたいと思います。これにご異議はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

◇諸般の報告◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）日程第３、諸般の報告をいたします。 

地方自治法第１２１条の規定により、議長から出席を求めた者を報告いたします。 

池田広域連合長、森副広域連合長、髙田事務局長、宮川事務局次長、以上であります。

次に、議会事務局主任にその他の報告をさせます。議会事務局主任。 

 

〇事務局主任（手島紀志子） 

報告いたします。本定例会に広域連合長より提出されました案件は議案７件でございま

す。以上、報告を終わります。 

 

◇議案第１号から議案第 10号の一括上程、提案理由及び議案内容の説明◇ 

 

○議長（堀田あけみ）日程第４、提案理由の説明に入ります。 

日程第６から日程第１２まで、議案７件を一括議題といたします。上程議案に対する

提案理由の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

○連合長（池田禎孝）ただいま上程されました、議案第１号 令和４年度坂井地区広域

連合一般会計補正予算(第３号)から、議案第７号 指定管理者の指定についてまでの７

議案について、提案理由を申し上げます。まず、議案第１号 令和４年度坂井地区広域

連合一般会計補正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。今回の補正では、歳

入・歳出ともに 500万円を増額し、歳入歳出予算の総額を７億 735万円とするものでご

ざいます。補正の内容についてございますが、衛生費で、500万円を増額しております。

これは、さかいクリーンセンターの電気代高騰による委託料を増額するものでございま

す。次に、議案第２号 令和５年度坂井地区広域連合一般会計予算について、ご説明申

し上げます。本予算は議会費のほか、庁舎管理費、情報管理費、代官山斎苑管理費、さ

かいクリーンセンター管理費など、当広域連合の運営に関する経費でございます。次に、

議案第３号 令和５年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算について、ご説明申し

上げます。本予算は第８期介護保険事業計画に基づき提供する各サービスの保険給付費、

賦課徴収費、介護認定審査会経費など、介護保険事業に係る経費でございます。次に、

議案第４号 令和５年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算でございますが、指

定管理委託料が主なものでございます。なお、各会計当初予算の内容につきましては、

事務局長よりご説明申し上げます。次に、議案第５号 坂井地区広域連合個人情報の保

護に関する法律施行条例の制定について、ご説明申し上げます。本案は、個人情報の保

護に関する法律の改正等を行うデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律が令和３年５月に公布され、地方公共団体における個人情報等の取扱いに係る

規定については、令和５年４月１日から施行されることに伴い、所要の規定を整備する

ものでございます。次に、議案第６号 坂井地区広域連合職員の定年等に関する条例等

の一部を改正する等の条例の制定について、ご説明申し上げます。本案は、地方公務員

法の一部改正に伴い、職員の定年の引き上げ等に関し、関係条例の整備をするものです。 

次に、議案第７号 指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。本案は、代官山
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斎苑及び代官山墓地の指定管理者を指定するにあたり、議会の議決を得る必要があるた

め、この案を提出するものでございます。以上、議案第１号から議案第７号までの提案

理由とさせていただきますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 

 

○事務局長（髙田八千代）それでは、私から、議案第２号から議案第４号までについ

て、ご説明申し上げます。まず、議案第２号、令和５年度坂井地区広域連合一般会計

予算についてですが、議案書の８ページをご覧ください。予算総額は、歳入・歳出と

もに６億 8,716万５千円とするもので、前年度予算と比較しますと、5,814万円、9.2 

パーセントの増となっております。まず、歳入について申し上げます。11ページ、歳

入歳出予算 事項別明細書をご覧ください。第１款 分担金及び負担金は、構成市か

らの負担金で、事務費負担金、障害者審査会負担金、斎苑負担金、し尿等処理負担

金、低所得者保険料軽減負担金、重層的支援体制整備事業負担金３億 184万３千円、

第２款 使用料及び手数料は、葬斎場使用料、霊柩車使用料、廃棄物処理施設使用料

で 1,965万６千円、第３款 国庫支出金は、低所得者保険料軽減負担金、重層的支援

体制整備事業交付金で１億 5,957万３千円、第４款 県支出金は、同じく低所得者保

険料軽減負担金、重層的支援体制整備事業交付金で 7,978万４千円、第５款 財産収

入では、メガソーラー敷地貸付料、汚泥発酵肥料売払代金等 275万７千円、第６款 

繰入金は重層的支援体制整備事業にかかる介護保険特別会計からの繰入金で１億

2,280万３千円、第７款 繰越金は１千円、第８款 諸収入は 74万８千円となってお

ります。次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。18ページをご覧くださ

い。第１款 議会費は、議員 18名の報酬など、当広域連合議会運営の経常的経費及び

隔年度に実施している研修旅費で 221万２千円、第２款 総務費は、総務課職員５人

分の人件費ほか、広域連合運営に係る経費など 5,131万７千円です。次に、23ページ
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をご覧ください。第３款 民生費は、障害支援区分認定審査会に係る経費と低所得者

軽減負担金にかかる介護保険特別会計への繰出金、重層的支援体制整備事業にかかる

地域介護予防活動支援事業委託料で４億 2,537万８千円です。次に、24ページをご覧

ください。第４款 衛生費では、職員人件費ほか、代官山斎苑指定管理者委託料、代

官山斎苑火葬炉全面、積替工事、さかいクリーンセンター維持管理・運営委託料、一

般廃棄物処分委託料等の１億 9,653万１千円です。次に、26ページをご覧ください。

第５款 基金積立金は、霊柩車購入基金など 180万４千円、第６款 予備費は 50万円

を計上しております。次に、28ページから 31ページまでは、給与費明細書となって

おります。32ページは、坂井地区汚泥再生処理センター整備・運営事業及び代官山斎

苑管理・運営業務に係る債務負担行為に関する調書となっております。ご覧いただき

ますようお願い申し上げます。次に、議案第３号 令和５年度坂井地区広域連合介護

保険特別会計予算についてですが、33ページをご覧ください。予算総額は、歳入・歳

出ともに 118億 7,700万８千円とするもので、前年度予算と比較しますと、22万３千

円、0.002パーセントの減となっております。それでは、歳入について申し上げま

す。38ページの歳入歳出予算 事項別明細書をご覧ください。まず、第１款 保険料

は、第１号被保険者の保険料 26億 9,536万３千円、第２款 分担金及び負担金は、構

成市負担金 16億 6,728万４千円、第３款 使用料及び手数料は 20万円、第４款 国

庫支出金 24億 9,596万６千円、第５款 支払基金交付金は 31億 1,761万２千円、第

６款 県支出金 16億 4,911万５千円、第７款 財産収入２千円、第８款 寄附金１千

円、第９款、繰入金は、一般会計からの低所得者保険料軽減繰入金２億 4,826万４千

円、第 10款、繰越金１千円、第 11款、諸収入 320万円を計上しております。次に、

歳出の主なものについて申し上げます。45ページをご覧ください。第１款 総務費

は、介護保険課職員 19人分の人件費ほか、保険料賦課徴収に係る経費、介護認定調査

に係る経費など、当広域連合が実施いたします介護保険事業に係る経費として２億

4,419万８千円、第２款 保険給付費は、第８期介護保険事業計画に基づく各種サー

ビス給付費で、112億 21万８千円、第４款 地域支援事業費は、介護予防・日常生活
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支援総合事業等３億 1,088万８千円となっております。第５款 基金積立金は、介護

保険財政調整基金積立金及び介護福祉推進基金積立金として２千円、第６款 諸支出

金は、第１号被保険者保険料還付金等 462万１千円、重層的支援体制整備事業にかか

る一般会計への繰出金１億 525万９千円を計上しております。次に、61ページをご覧

ください。第８款、予備費 150万円を計上しております。次に、62ページから 65ペ

ージまでは給与費明細書となっておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上

げます。次に、議案第４号 令和５年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算に

ついてですが、66ページをご覧ください。予算総額は、歳入・歳出ともに 232万３千

円とするもので、前年度と同額になっております。69ページの歳入歳出予算 事項別

明細書をご覧ください。歳入は、第１款 使用料及び手数料は、墓地使用料 231万８

千円、第２款 財産収入は、基金利子２千円、第４款 繰越金は１千円、第５款 諸

収入は２千円を計上しております。次に、73ページをご覧ください。歳出は、第１款 

墓地事業費として、指定管理者委託料等 232万１千円、第２款 諸支出金は、代官山

墓地基金への積立金２千円を計上しております。次に、74ページをご覧ください。代

官山墓地管理・運営業務に係る債務負担行為に関する調書となっておりますので、ご

覧いただきますようお願い申し上げます。以上、議案第２号から議案第４号までの概

要説明とさせていただきます。 

 

○議長（堀田あけみ）提案理由及び議案内容の説明は終わりました。 

 

◇一般質問◇ 

 

○議長（堀田あけみ）日程第５、これより一般質問を行います。一般質問の時間は質問

者の質問及び理事者側の答弁の時間を併せ 30 分間です。また、終了５分前になりまし

たらベルを鳴らします。それでは、一般質問は通告順に従い、１０番、北浦博憲議員の

一般質問を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）１０番、北浦博憲議員。 

 

○１０番北浦博憲、一般質問を行います。介護保険事業者ネットワークさかいとの連携

について、第８期介護保険事業計画第５章第３項目において「介護保険事業者ネットワ

ークさかい」との連携について定められています。計画の中では、「ネットワークさか

い」との連携により、労働環境の改善を目的とした研修会の開催、従事者の相談体制の

充実、認知症ケア等専門的知識の習得や技術の向上を目的とした研修会の開催、介護従

事者のキャリアパスの確立に向けた取り組みを推進し、人材の育成や定着促進を図る、

と定められています。「ネットワークさかい」は、広域連合管内で介護保険事業所を運

営する事業者で組織された任意団体で、主な事業として、初任の職員研修、認知症ケア

等の専門的知識や介護技術の向上研修会を開催し、介護人材の養成・資質の向上に取り

組んでおられると聞いています。そこで、次の４点について質問します。１点目、「ネ

ットワークさかい」に加入している事業者の割合はどれくらいあり、研修会への参加な

ど「ネットワークさかい」に未加入の事業者への対応はどうなっているのか。２点目、

キャリアパスを明確にし制度化していくことは、職員の仕事に対するモチベーションを

高め サービスの質の向上、施設の安定的な運営に効果があると言われています。キャ

リアパスを採り入れている事業者はどれくらいあり、未実施の事業者への対応はどうな

っているのか。３点目、介護保険の実施主体・保険者として、「ネットワークさかい」

との連携を、どう評価しているのか。４点目、依然として続く介護人材の不足など、介

護事業者を取り巻く課題への取り組みを「ネットワークさかい」と連携し、今後どのよ

うに進めていくのか。以上４点について答弁をお願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  池田広域連合長 

○広域連合長（池田禎孝）北浦議員の一般質問にお答えいたします。私からは、３点目
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と４点目について、お答えをし、１点目、２点目は事務局長からお答えします。まず、

３点目の質問の「介護保険の実施主体・保険者としてネットワークさかいとの連携につ

いて、どう評価しているのか」について、お答えします。介護保険事業者ネットワーク

さかいの会員は、あわら市・坂井市の事業所で構成されており、地域包括ケアシステム

の深化推進、特に坂井地区の在宅医療・介護の連携推進にとって、非常になくてはなら

ない存在と考えております。また、ネットワークさかいでは、会員の資質向上を目的に、

毎年「認知症」、「感染症」、「介護技術の向上」をテーマとした研修会を、広域連合とも

相談しながら、計画的に実施していただいており、会員のスキルアップはもとより、あ

わら市・坂井市、両市の住民福祉の向上に繋がっているものと評価をしております。次

に、４点目の質問「介護人材の不足など課題への取り組みをネットワークさかいと連携

し、どのように進めていくのか」について、お答えします。我が国では、急速な少子高

齢化の中、2025年にはいわゆる「団塊の世代」がすべて 75歳以上になるなど、介護が

必要となる人の急速な増加が見込まれております。また、今後、生産年齢人口の減少が

顕著となる中で、2040年頃には高齢者数がピークを迎えるなど、介護人材の確保、育成

は喫緊の課題であり、今後、介護人材の安定した確保を含め、介護保険事業者ネットワ

ークさかいと相談しながら事業を検討、実施することが大事と考えております。これま

でも様々な事業を進めておりますが、具体的には、昨年度から実施している介護のお仕

事出前講座は、今年度も介護現場の一線で活躍する職員が坂井地区内の中学校に出向き

まして、介護職の魅力あるいは大切さを分かりやすく伝えていただいております。引き

続き、介護人材への対応を含め介護保険制度の円滑な運用を図るため、ネットワークさ

かいの皆様との連携を深めてまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 

 

○事務局長（髙田八千代）次に、１点目の質問の「ネットワークさかいに加入している
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事業者の割合はどれくらいあり、研修会への参加などネットワークさかいに未加入の事

業者への対応はどうなっているのか」について、お答えします。介護保険事業者ネット

ワークさかいは、あわら市及び坂井市域において、介護保険事業者相互の交流と資質向

上を図り、介護保険事業を円滑に進め、住民の福祉向上に寄与するため、情報交換や連

携づくり、介護保険制度実施に伴う課題や問題点の共通認識並びに保険者への働きかけ

などを目的に平成 16年４月に設立された団体です。坂井地区内には、57事業者 204事

業所があり、現在、その内、46事業者 192事業所が加入しています。割合で申しますと

81パーセントの事業者、94パーセントの事業所が加入していることになります。また、

団体主催の研修会は、年３回程度実施しており、その際には、未加入事業者にも研修会

開催の通知を送付するとともに団体の加入案内を同封し、団体の取組み紹介、加入の働

きかけを行っています。次に、２点目の質問の「キャリアパス制度を採り入れている事

業者はどれくらいあり、未実施の事業者への対応はどうなっているのか」について、お

答えします。キャリアパス制度とは、事業所の中で昇進・昇格するための基準や条件を

明確に定めた人事制度のことです。キャリアパス制度の導入が算定要件となる、介護職

員処遇改善加算の取得状況をみますと、加算対象の内、算定していないのは、２事業者

のみであり、坂井地区内では、ほぼキャリアパス制度が導入されていると認識しており

ます。毎年、広域連合が実施している運営指導の際に、各事業所から、介護従事者等が

働きやすく、働きがいのある職場づくりへの取組み等について聞き取りを行っており、

聞き取った好事例を集団指導等でキャリアパス制度未実施の事業者へも紹介していま

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  １０番、 北浦議員 

 

○１０番（北浦博憲）ご答弁ありがとうございました。保険者と事業者が連携を深めな

がら、職員の賃金や職場環境の改善を行うことは、職員の職務に対する意識向上に変わ
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り、しいては介護サービスを利用する利用者様の満足度向上につながると思います。今

ほどネットワークさかいとの連携について、キャリアパス制度導入について色々お話を

していただきました。今後とも介護保険事業者ネットワークさかいと連携した介護サー

ビスの向上に向けた取り組みを求めまして私の一般質問と終わります。 

 

通告順に従い、１４番、川畑孝治議員の一般質問を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  １４番、川畑孝治議員。 

 

○１４番（川畑孝治） 坂井市議会の川畑孝治です。今回、クリーンセンターで製造、

販売している汚泥発酵肥料、すくすくさかいの活用について質問します。ロシアのウク

ライナ侵攻などによりエネルギー関連をはじめ、多くの物の値上がりが続いており、今

月２月は昨年の 10月に次ぐ 5000品目以上の値上が予定されています。農業分野でも肥

料の値上げが大きな問題となっています。農業現場で主流の化学肥料は、輸入原料に依

存しており、ロシアのウクライナ侵攻などの影響で価格が高騰しています。国において

は肥料の国産化を進めることで、価格を抑える目的で、政府は下水道などの過程で出る

汚泥を肥料として活用する取り組みを進めるとの事です。そこでクリーンセンターで製

造、販売しているすくすくさかいをより多く活用していくべきと考え、一般質問をいた

します。本日午前中の全員協議会でも説明があったように、当施設は、現システムに改

修後、12年間稼働しており、当初よりもし尿や汚泥の搬入量が 2/3に減少しています。

それに合わせて肥料の生産量も減少していますが、広域連合分の販売量を増やすべきで

はないでしょうか。現在購入を希望する利用者には 1回の販売量が１人５袋までとなっ

ているが、増やすべきはないでしょうか。また、稲作農家など大量に利用したい人には、

袋詰めではなくフレコンバックでの販売を検討するべきではないでしょうか。今日
こんにち

いろ

いろな物が値上がりしており化学製品の袋代が高騰しているのではないでしょうか、価

格の見直しについてはどのように考えているのでしょうか。以上クリーンセンターで行
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える住民サービスがより充実することを願いまして私の一般質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  髙田事務局長 

 

○事務局長（髙田八千代）川畑議員のご質問にお答え申し上げます。１点目の質問の「現

在搬入量が減少しており肥料の生産量が減少しているが、広域連合の販売量を増やすべ

きでは。」について、お答えします。肥料の販売に関しましては、契約で生産割合は決

まっておりますが、今後さらに需要が高くなった場合には、見直しをして、販売できる

ようアクアペックスさかい㈱と協議しております。次に２点目の「現在利用者には 1回

の販売量が１人５袋までとなっているが、増やすべき。」についてお答えします。現在、

肥料の購入は、１回につき、１人５袋としておりますが、もう少し貰えないかとの意見

もいただいております。広域連合としましても、多くの市民に『すくすくさかい』を利

用してもらいたいと考えており、アクアペックスさかい㈱とも協議した結果、令和５年

４月から１人 10 袋での販売を実施していく予定でございます。３点目の「大量に利用

したい人の為に、フレコンバックでの販売を検討しては。」についてお答えします。フ

レコンバックでの肥料の販売に関しましては、これまで広域連合では実績がないため、

まずは、どのくらい需要があるのかを把握するため、アンケートの実施を考えておりま

す。その後、袋詰め肥料の生産への影響や施設の業務体制を考慮して販売が可能なのか

を検証してまいります。４点目の「袋代が高騰しているのではないか、価格の見直しを

しては。」についてお答えします。袋代に関しましては、川畑議員がおっしゃるように

高騰してきております。一方、現在の価格で販売し続けた場合でも、わずかに利益が出

る計算でございます。今後、さらに袋代が高騰してきた場合には、値上げも視野に入れ

た検討が必要になると思いますが、今のところは、少しでも市民の方が購入しやすいよ

う、現在の価格を維持してまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）  １４番、 川畑孝治議員 

 

○１４番（川畑孝治）今ほどの答弁、本当に前向きでありがとうございます。特に１番

目、２番目協議をしていただき、また、販売量も一人５袋から 10 袋までにしていただ

けるということで、非常によかったのかな、と思っております。この件に関してこれま

で、何度かその他などのところで提案をしてきましたが、ようやく今回認めていただき、

10 袋までということで利用者の方は喜ばれるのではないかと思います。現在、非常に

ガソリン代も高くなっておりますので、高いガソリン代をはたいても５袋しかもらえな

かったが、10 袋までということで、利用者は本当に利用したいだけを販売することに

つながるのかな、と感じております。そこで、この 10 袋に増やすことで市民への利便

性は高まりますが、知らなければ、伝わなければ、やらないのと同じになります。そう

いった事で、この一人５袋から 10 袋にすることでの、市民への情報提供、そういった

事はどのようにお考えか、お知らせ願いたい。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ） 髙田事務局長 

 

○髙田事務局長（髙田八千代） 広域連合では広報誌を発行しています。ちょうど３月

３１日発行で、あわら市の方とか、坂井市の方には４月に入ってからの配布になります

が、そこで載せてお知らせしたいと思います。またホームページにも掲載したいと考え

ています。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  １４番、 川畑孝治議員 
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○１４番（川畑孝治）そういった形でもけっこうかと思いますし、もしかすると口伝え

で広まっていくのかなと、感じております。私自身もこの２月１日に、現地の方に寄せ

ていただき、現場を見せていただきました。そういったところで、今の施設、ストック

するロッカーみたいなの、パイプ棟を入れてやるロッカーみたいな施設が非常にいいロ

ッカーみたいなのが入っております。いい設備を入れてあるな、と感心しました。極論

をいいますと、例えば例年３月に取りに来る人が、すべての人が２倍の量を持っていく

としても、あの施設内でのストックは可能であるように感じましたので、すべての人が

10 袋持っていくとは考えられませんので、対応の方も大丈夫ではないかなと考えてお

ります。またフレコンバックでの販売の方も、検討していただけるとのことですが、一

回での使用料が多くなりますので、使っていただける量は少ないかもしれませんが、本

当に必要とされる方については提供をお願いしていきたいと思っております。また最後

のところでの袋代について心配させていただきましたが、これについても現状のところ

では今の価格のままでということで安心しており、市民へのサービス、なるべく安く提

供していただければと思いますので、今後ともご努力をご祈念申し上げまして私の一般

質問といたします。終わります 

 

通告順に従い、１２番、辻 人志議員の一般質問を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○１２番（辻人志）坂井市議会の辻人志です。先の通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。前回は代官山墓地について質問をしましたが、今回は隣接する代官山斎

苑について、質問をさせていただきます。代官山斎苑が、故人とお別れするご家族にと

って安らぎの場となるように努めるとともに、利便性の向上および利用促進という観点

から以下お伺いいたします。最初に、代官山斎苑の開設年月日と改築年、敷地面積、延

べ床面積、現在の施設の総事業費をお尋ねします。次に代官山斎苑において、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対策としてどのようなことを行っているのか、またそれに関し
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て施設の使用制限や利用時間制限などを設けているのかをお伺いします。３番目に、待

合室の利用率向上のため、どのような促進策を講じているのかをお教えください。最後

に、施設および内部の設備について、今後改修や改築の予定があるのか、あるとすれば

どのような内容なのかをお尋ねします。以上、お伺いして私の一般質問といたします。  

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 

 

〇事務局長（髙田八千代）辻議員のご質問にお答えします。１点目の「代官山斎苑の開

設年月日、改築年、敷地面積、延べ床面積、現在の施設の総事業費は。」についてお答

えします。代官山斎苑は、平成 17 年３月に着工、平成 18 年１月 17 日に竣工し、今年

度で 18 年目になりました。改築については、これまで実施したことはなく、竣工して

から変わらず同施設を使用しております。敷地面積は、7,454.36平方メートル、延べ床

面積は、1,341.66 平方メートルになります。総事業費は、７億 6,837 万 5,000 円とな

っております。続いて、２点目の「新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてどのよ

うなことを行っているか。また、施設の使用制限や利用時間制限などを設けているのか。」

についてお答えします。代官山斎苑では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、

マスク着用や体温の測定、アルコール消毒等の基本的な対策を実施しております。また、

新型コロナウイルス感染者の火葬については、令和５年１月６日付けで厚生労働省より

通知されました、『新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがあ

る方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン』の改正に沿って、火葬の対応

を変更し、通常の火葬と同様の対応ができるようにしております。施設の使用制限や利

用時間制限についても、今回の改正に合わせ、撤廃をいたしました。次に３点目の質問

の「待合室の利用率向上のため、どのような促進策を講じているか。」についてお答え

します。代官山斎苑では、火葬の際の待ち時間に食事場所として待合室を利用いただい

ております。その他に、指定管理者の自主事業として、小規模の通夜・葬式等といった、
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『小さなお葬式』を実施しており、パンフレット等を代官山斎苑や市役所に設置して利

用率の向上に努めております。次に、４点目の質問の「今後の施設（設備）改修・改築

等の予定は」について、お答えします。代官山斎苑では、主に火葬炉と火炉台車の修繕

を実施しております。この設備は、劣化が進むと火葬時間の遅延やお骨の仕上がりに影

響が出てきてしまう恐れがあるため、計画的に修繕が必要な設備になります。また、火

葬予約システムに関しても、定期的にサーバやパソコン等の入れ替えを実施しておりま

す。その他の設備につきましては、指定管理者の施設点検や各設備の専門業者からの報

告、設備の耐用年数等を参考にして修繕を実施しているところです。代官山斎苑も今年

度で 18 年目となり、空調設備の入れ替えや火葬炉レンガの積み替え工事を実施し、施

設として大きな節目を迎えました。現在、施設に目立った劣化はありませんが、今後は、

これまで無かった箇所の修繕が出てくる可能性があります。今後も定期的な修繕や整備

を実施し、施設を長く使用できるよう努めてまいります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）それではですね、３番目の待合室に関してですね、再質問させてい

ただきます。今、局長がおっしゃったとおり待合室を利用してお葬式やお通夜を行う方

もいらっしゃるようですが、やはりそれは家族葬、それもごくごく身内の方だけでお見

送りするパターン、或いは何らかのご事情で葬儀にかかる経費を安く抑えたい方が多い

ということでよろしいでしょうか。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 
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○事務局長（髙田八千代）経費をお安く抑えたいっていう方が多いと聞いております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）わかりました。そうすると、待合室は、基本、時間貸しになってい

ますけども、お通夜からお葬式まで通しでですね。待合室を借りた場合、結構な金額に

なってしまいませんか。特に管外の方が利用した場合ですね。お通夜からお葬式まで何

らかのパック料金と申しますか、この金額でできますよという、料金設定とかはありま

すか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 

 

○事務局長（髙田八千代）管内の方ですと 24時間使って 24千円、管外の方ですとその

4 倍の 96 千円となります。しかし、近隣施設の料金と比較すると代官山は安い方だと

認識しております。パック料金といいますか大まかな目安になるんですけれども、管内

ですと小さなお葬式という自主事業もやっていますので、そのお金が 168千円、管外の

方が 270千円というパック料金がございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）そういった金額ならね特に高いというイメージはないと思います。

そういったことを具体的にご案内していただければと思います。あと細かいことで申し

訳ないんですけれども、お通夜が終わってそのまま利用者の方がですね代官山斎苑で宿
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泊するこということは可能なのでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 

 

○事務局長（髙田八千代）はい、可能でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）その場合ですね、どなたか宿直する職員さんがいらっしゃるんです

ね。はいじゃあ、皆さんあと頼みますと言って皆帰ってしまう、そんなことはないんで

すよね。 

 

○事務局長（髙田八千代）おります。指定管理者の職員が１名、夜間警備でつく体制に

なっております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）あと最後にですね、また細かいことなんですが、いわゆるお葬式す

る時ですね、宗教関係者まあお坊さんなんかが着替えに利用する控室みたいなお部屋は

ありますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）髙田事務局長。 
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○事務局長（髙田八千代）ございます。待合室とは別に宗教関係者が使用する更衣室が

ありますので、その部屋を控室と兼ねて用意しております。 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）１２番、辻人志議員。 

 

○１２番（辻人志）そしたらね、ほとんど一般の会場と同じようなお葬式ができますの

で、そういったことも問い合わせがあったら、お答えしていただきたいと思います。坂

井地区ではですね、収骨するのは亡くなられた方のご家族だけで、あとの方は火葬が始

まるとバスで葬儀会場まで戻るという習慣が定着しているので、今より利用率を向上さ

せるのはなかなか難しいことは理解できます。ただ、数は少なくとも待合室を利用して

くださる方に、安らぎを持って温かく見送っていただくための斎苑でなければならない

と思います。そのための十分な配慮をお願いして私の質問を終わります。 

 

○議長（堀田あけみ）ここで暫時休憩といたします。 

 再開は午後２時５分からとします。 

（午後１時 55分 休憩） 

（午後２時 05分 再開） 

 

○議長（堀田あけみ）休憩前に引き続き会議を行います。 

通告順に従い、１７番、畑野麻美子議員の一般質問を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○１７番（畑野麻美子議員）１７番畑野麻美子です。通告に従いまして介護保険の総合

的な対策、介護保険の負担増への支援、フレイル予防事業の今後の取組み、ごちゃまぜ

の居場所づくりについて、一般質問を行います。原則 1割の介護利用料は、一部はすで
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に 2割負担単身年収 280万円、2人で 345万円以上などが導入されてきました。デイサ

ービスの食事代や、施設の部屋代・居住費、食費は全額自己負担となっています。施設

入所では月十数万が必要でこの間の物価高騰で食事代や家賃、共益費も上がるなか、有

料老人ホームを退所せざるを得ない状況も出てきています。また、後期高齢者医療の窓

口負担も年収 200万円以上が 2割となりました。今後、電気代や水道代などが上がる可

能性があります。このような状況の中でなんらかの支援策が必要と考えます。同時にな

るべく介護にならないようにしていくことが大事で、そのための施策としてフレイル予

防事業があります。年を取って心身の活力、筋肉、認知機能、社会とのつながりなど）

が低下した状態をフレイルと言います。健康な状態と要介護状態との真ん中のちょうど

真ん中の状態です。フレイルにならないように、現在、フレイル予防事業は東京大学の

飯島先生のフレイルチェックと福井大学の坂井市でモデル事業としてやっているフレ

イル予防体操教室の取り組みのやり方で行っていますが、今後はどう連携させていくの

かも含め、連合長の見解・答弁を求めます。そこで、お尋ねいたします。1点目、介護

保険の負担増に対して、支援をしていく必要があります。介護保険制度ができた当時は

食事代や部屋代など無料でした。介護保険の負担増をなくしていくため連合長としても

国に声を上げると同時に、広域連合としての支援をすべきと考えます。2点目、フレイ

ル事業の今後の在り方として、東京大学のフレイルチェックと福井大学の坂井市でのモ

デル事業としているフレイル予防体操教室との協働・連携をどうようにするのか。食事、

社会参加、運動などどのように広めていくのかが問われます。また、お 1人さまが増え

ていく中、地域共生社会で、誰もがいつでも行きかうことのできるごちゃまぜの居場所

づくりが必要と考えますが、いかがでしょうか。以上、一般質問とします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）畑野議員のご質問にお答えいたします。１点目の質問の「介護保
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険の負担増に対して、支援をしていく必要がある。介護保険制度ができた当時は食事代

や部屋代など無料でした。介護保険の負担増をなくしていくため連合長としても国に声

を上げると同時に、広域連合としての支援をすべきと考える」について、お答え申し上

げます。介護保険制度における所得に応じた負担の割合の引き上げ、そして、施設の食

費・居住費の費用負担については、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可

能性という観点からその都度国で議論が行われ、制度の改正が行われているというふう

に認識しております。利用者増と負担という問題があるのかなと思います。一方で、自

己負担が所得に応じた上限額を超えた場合には、「高額介護サービス費」といたしまし

て、超えた分が利用者に支給されるという制度もございまして、毎月約１，２００人に

支給いたしております。そして、保険給付の対象外となっている介護保険施設での食費・

居住費についても、所得の低い方に過重な負担とならないよう負担限度額というものが

設定されておりまして、この限度額を超える費用が「特定入所者介護サービス費」とし

て施設に支給されるというふうになってございます。毎月こちらの方は約５２０人に支

給が行われているというふうにｂなっております。低所得者の利用料等につきましては、

その所得状況や制度の運用状況を踏まえまして、介護サービスの利用が制限されること

のないよう負担軽減の拡大を図っていただきたいといったことを、全国市長会及び全国

介護保険広域化推進会議を通じ、国に対し、必要な措置を講ずるよう要望しております

し、今後も、引き続き、要望して参りたいと考えております。２点目の質問の「フレイ

ル事業の今後の在り方として、東京大学と福井大学との協働をするのかどうか。食事、

社会参加、運動などどのように広めていくのかが問われる。」について、お答え申し上

げます。福井大学の事業は今年度、坂井市の事業でございますが、研究事業としてフレ

イル予防の研究をしております山村教授が考案し、監修した内容の運動教室でございま

して、「福大フレイル予防体操教室」という形で坂井市内でモデル的に実施しているも

のでございます。筋力、バランスアップトレーニング、あるいは日常生活の機能改善ト

レーニングを目的といしたまして、椅子に座って行う軽い運動といったものを映像を見

ながら行うといった体操教室でございます。教室の前と後に体力測定会を行いまして、
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結果を福井大学に提供しているという形でございます。坂井市において今年度、モデル

的に行われているものでございます。一方、現在、当広域連合が支援しています、フレ

イルサポーターが中心となって実施している飯島先生の東京大学開発のフレイルチェ

ックのこちらの目的でございますが、「運動」「栄養」「社会参加」の柱からなるフレイ

ルチェックを通しまして、市民自身の気づきと自分のことにように思っていただく自分

事化(じぶんごとか)を促し、自発的な予防活動への行動変容を測っていただくことが目

的となってございます。内容は、指輪っかテストなどの簡易チェック、握力検査などの

チェックが主でございまして、結果を東京大学に提供している形でございます。こうし

た二通りのフレイルチェックを行っておりますが、こういったきっかけに、「社会参加」

が活発となり、地域を支える担い手の一人として、元気な高齢者が活躍するようそうし

た社会の実現、フレイルチェックがサポーター中心の主体的な活動になるよう、広域連

合も支援してまいりたいと考えております。今後は、この二つの事業をバランスよく取

り組んでいただけるよう坂井市に働きかけるとともに、市民に選択肢を広げることで、

フレイル予防事業を幅広く浸透していきたいと思ってございます。色々やりたいタイプ

のフレイルチェックがあると思いますので、その方の応じて選択していただけるような

フレイル予防を広げてまいりたいというふうに考えております。それから、３点目のご

質問の中で「お 1人さまが増えていく中、地域共生社会で、誰もがいつでも行きかうこ

とのできるごちゃまぜの居場所づくりが必要と考える。」について、お答え申し上げま

す。坂井地区におきましても独り暮らしの高齢者の増加に伴うそいそた地域課題が生じ

ていているわけでございます。医療と介護の連携にとどまらず、福祉、地域の方の参画

も含めた様々な関係機関との連携をさらに深めていく必要があるというふうに考えて

おります。現在、それぞれの市では、地域の高齢者の介護予防、生きがいづくり、つな

がりづくりを目的に地域住民が世代を超えまして主体的に取り組んでいただく『通いの

場』であったり、『サロン』を設けまして、集える場づくりといったものも推進してわ

けでございます。一方、来月の 27 日、当議会議員の皆様が、私も共に視察に行きたい

と思っておりますが、行かれる輪島カブーレでございますが、こちらは、子どもから高
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齢者、障害あるいは疾病の有無・国籍に関わらず地域に暮らす様々の人たちの共生の拠

点として、「第三の居場所」になっているというふうに聞いております。ここまでの広

い居場所は、坂井地区内にはもしかするとないかもしれませんが、いろんなタイプの在

宅あるいは通所を含めた施設というものは、ある意味福井県内の中では、この坂井地区、

非常に整っているというふうに感じているところでございます。入所面でいいますと、

他の地区の入所の方を坂井地区で受け入れていたり、そうしたことも行っており、全体

で待機ゼロというふうなことも達成されているということもございます。この輪島カブ

ーレの事業は、非常に素晴らしく先進的な事業ではありますが、ただ我々広域連合含め

市なり行政が主体というふうに進められるものではなくて、どちらかというと民間の主

体の事業というふうに進められているものでございます。その実現については、担い手

となる民間の側の経営面あるいは人員面、全体で 100名近くの人員を確保する必要があ

るということも聞いておりますので、そうしたことが課題としてあるというふうに聞い

ております。そうしたところいろんな課題を含め、これからいろんな事業所に相談しな

がら、まずは視察をさせていただき検討してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 

○１７番（畑野麻美子議員）それでは、再質問を行います。利用者の負担増のために高

額介護サービス費とか食事代とかも限度額があるということで、それは大事なことだと

いうふうに思っていますが、そこまでいかないやはり金額になる時があるんですね。去

年の 12 月に入所した人でも 2 割になるんですけれども、介護サービスの利用がボンと

2 倍になると本当に金額がポンと上がるんですね。それで、年金が月 20 万円ほどだっ

たらいけるかなと思ったんですけど、実は通帳を広げてみたら年金が下がっていて、と

てもこれではダメだと自分の貯蓄をそれにかえるんですけど、やっぱ 22、23 万になっ

てしまった。大変厳しい状況にあるんですよ。そうなりますと、よりもっと安い所を探

さないといけないなということも考えられます。そういう状況が細かいところで出てき
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ているので、ぜひ国にしっかりと地方の状況を伝えて声を上げていっていただきたいと

いうふうに思います。それで、広域連合としての支援なんですけど、広域連合の予算、

財源の中でどう支援していくかっていうのは色々考えるんですけれども、それにつけて

地域支援事業、先ほども不用額がね、決算だと出ているという話もありましたが、例え

ば地域支援事業の中で例えばオムツなんかありますけれども、以前はオムツは無料配付

でした。今はね、介護度によって制限、上限も決まっています。そういうところで少し

オムツの無料に使えるとか、半額にするとかそのような支援もできるのではないかなと

思いますし、食事なんかも学校給食費ではないんですけど、食事の負担も少し下げるこ

ともできるのではないかなと思いますけど、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）宮川事務局次長。 

 

○事務局次長（宮川利秀）今ほど畑野議員、地域支援事業の中で例えばオムツの無料化

であったり、食事の負担など考えられないかということですけれども、これにつきまし

ては構成市が主体となって地域支援事業の中でメニューとして考えていただくことに

なりますけれども、それにつきましては当然広域連合、私共も協議しながらそういった

ことができないかということにつきましては、また考えていきたいと思います。あと、

広域連合独自の事業としまして、居宅サービスの利用者の負担軽減とか訪問介護利用者

負担軽減といったものにつきましても、低所得者に対しましては独自の支援は続けてお

りますし、そういったものは今後も引き続きやっていくというふうになっております。

参考までに申し上げさせていただきます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 
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○１７番（畑野麻美子議員）地域支援事業は構成市が独自で考えることだとは思ってい

ますけれども、ぜひ構成市で考えていただいて、何かの支援ができる、もっともっとあ

ると思うんですよ。地域支援事業の中には支援できることがあると思うので、ぜひ考え

ていってほしいなと思います。それと、低所得者の話がでましたので、サービスの利用

のね、それはこの広域連合で低所得者のサービス、負担軽減の状況なんですけど、これ

ほかの町と比べて大変いいんですね。小規模多機能でもこのサービスが使えるってこと

で、福井市なんかではそれが使えないから坂井市のはいいですねというふうに言われま

す。それでも、非課税世帯となっているので、世帯でいくと大変困るという声もありま

した。高齢者の方は非課税だけど、息子と二人暮らしで息子は非正規で働いている。そ

れでも非課税世帯でなくなるとこれが受けられないので、困るということがありました。

だから、非課税世帯、世帯というのがネックになるかなと思うんですけれど、その辺ど

うですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）どういうんでしょうかね、支援のやり方は色々あろうかと思いま

す。今、畑野議員おっしゃったように坂井地区広域連合は先進的というか手厚い支援を

行っていると思います。それだから何も今後支援ができないというわけではないと思い

ますし、ほかの地区はもしかするといろんな支援、様々な支援あろうかと思いますので、

よく他の地区の先進事例といいますかいろんな事例も情報収集しながら、一方でそのこ

とによって、構成市の財政負担にも繋がりますので、そんなところを併せて検討しなが

らさらなる支援策の実行といいますか、について検討していきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 
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○１７番（畑野麻美子議員）それぞれの人の背景があるので、その背景も含めて支援策

をぜひやっていってほしいと思いますので、よろしくお願いします。次に、フレイル事

業ですけれども、東京大学のフレイルチェック、これはチェックをして筋肉が劣ってな

いか社会参加ができていないかというチェックをするので、チェックをした後にこのフ

レイル予防体操教室、このような流れに繋がっていくといいなあと思います。今までも

私もフレイルチェックを何回か受けましたが、チェックはするけどさあ、どうするの次

はって。社会参加しなさいってこういう所ありますよこういう所ありますよって言って

もなかなか行かない。こんな運動するのもありますよって言ってもなかなか参加しない

ので、こうやって繋げていくとフレイルチェックの意味もあるのではないかなと思いま

すけど、そういう流れにしていくという方向性はどうでしょうか。 

「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）福井大学のモデルの方はまだ始めたばかりです。そういう状況で

あります。聞くと非常に好評だということも聞いておりますので、そういった形の福井

大学モデルの方も少しずつ広めていきたいなと思っております。一方で、東京大学のフ

レイルチェックですけれども、全国的にかなりの自治体が広まっております。元々は、

坂井地区が一番初めに始めたというふうなこともありますので、東京大学のモデルをで

すね、やはりベースにすることも大事だなと思っております。サポーターの皆さんも本

当に一生懸命っていうか献身的に取り組まれております。そんなベースもありますので、

そこをさらに発展させていくというかその両方を進めていけたらなというふうに思っ

ております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 

 

○１７番（畑野麻美子議員）もちろんフレイルチェックがベースだと私は思っています。

それでも、その流れの中にこの予防教室を入れていただきたいなと思いますし、フレイ

ルチェックはフレイルサポーターさんがサポートしていますし、予防教室はスポーツ協

会の人がサポートしているので、その辺もなんか仲良くね、やっていけるようにしても

らいたいなと思いますし、このフレイル予防体操教室は本当に評判が良くて、楽しいっ

て言っているんですね。ここに集まってきた人たちは、そこでコミュニケーションもし

ている。フレイルチェックですとあまりチェックに来た時にコミュニケーションという

のがないので、この予防体操の方に来ていただいて、次はこんなのに行ってくださいね

という流れを作っていただければ良いかなと思いますし、あと食事なんかも。そして、

あわら市さんがまだやってませんので、申し訳ないですけど、モデル事業で坂井市がや

っているので毎週木曜日 10 時から今は、丸岡町の城のまちのコミセンでやっています

ので、ぜひ来ていただけたらとも思っています。そして、食事なんかのも引き続き予防

教室の中に入れていただきたいなと思いますが、その点はどうでしょうか。 

「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）そうですね、東京大学のモデルの方はチェックがあってその中で

食事、運動、栄養というふうな三要素を広めているわけなんですけれども、一方、福井

大学の方に食事の方をどう取り入れられるかというところは、どちらかというと福井大

学の方が主体的に研究としてされていますので、また山村先生にお会いした時には私の

方から直接御声がけはさせていただきますが、最終的にはどういうものにするのかは、

福井大学の方がどう検討されるのかなというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 

 

○１７番（畑野麻美子議員）ぜひ期待をしていきたいなと思っています。次、ごちゃま

ぜの居場所づくりですが、丸岡のバスターミナルのにぎわい広場という所ができた時に、

町の中に子供の声が聞こえました。もう本当に久しぶりで、スケートボードをする子供

たちがたくさんやってきましたし、周りの机では囲碁や将棋をする人たちが増えてきて、

なんていい風景なんだろうと見ていましたけれども、結局はスケートボードも下を痛め

るということで中止になり、囲碁や将棋をしていた高齢者の人たちもいつの間にかいな

くなってしまいました。そんな寂しい風景なんですけれど、町の中で人の顔が見れるそ

んな場所が必要ではないかというふうに思います。特に今、バスターミナルの近くでは

障がい者の方のアパートもありますので、夕方になると障がい者の人がそこへパスタを

食べに来るなどして、そういう動きも見られますので、ぜひこのごちゃまぜの居場所が

大事だなというふうに思っていますので、輪島みたいな大きなものでなくてもいいので、

ぜひやっていっていただきたいなと思います。あわら市ですと、セントピアあわらのお

風呂屋さん、町の中にあって午前中は本当に高齢者の人がたくさんみられて、ここ居場

所だなと思っています。そこは、食事もできたりするので、そこに子供たちや高校生も

集まってきてくれたらいいなと思っていますので、このごちゃまぜの居場所づくり、ぜ

ひ前向きに検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）居場所づくりは今も様々な形で行われていると思います。それぞ

れの集落単位での集落センターとか、あるいは公民館、コミュニティセンターでの居場

所づくり等々進められています。また一方で、いろんなバスターミナルというご紹介も
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ありましたけれども、これからいろんな活動を民間の方に促しながら、空き家という問

題もありますし、そうしたところをいかにうまく活用していくかというふうなことを組

み合わせたうえで、居場所づくりを行政が支援するところが非常に求められており、大

事かなというふうに思っております。なかなか行政主体で居場所を作っても運営の問題

であったり、あるいはニーズに合っていなかったり等々の問題がありますので、基本は

地区の住民の方がですね、どういうふうな居場所を作りたいかというふうなことを求め

ながら、行政が支援するという形が望ましいかなと思っております。答弁的には、広域

連合の答弁とは広がっているかもしれませんが、そうしたことも両市に相談しながら、

広域連合がどういう関わり合いを持つのか考えながら、大きいことはできないかもしれ

ませんが、地域のニーズに少しでも合うように努力していきたいというふうに思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 

 

○１７番（畑野麻美子議員）今後の広域連合のあり方として、介護にならないように社

会参加をしていくそういう場所としてね、大変必要な場だと思います。町の中を歩いて

いても誰もいない、どこへ行ったらいいんだろうっていうことがあります。私はよく食

事に連れて行ってくださいとか、とんちゃん食べに連れて行ってくださいとか、独り暮

らしの人に言われるんですけど、なかなか期待に添えていないところがあるんですけど、

とにかくどこかに行けば、誰か人がいて友達ができてそういうことができるようなそん

なごちゃまぜ、お年寄りも子供も不登校の子も来たりしてそこで過ごせる、また子育て

支援の人たちも過ごせるそんな場が町中にできたら本当にいいなと思っていますので、

ぜひそういう方向で広域連合もそういう方向性を持って臨んでいただけたらなと思い

ます。いかがでしょうか。 

「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 

 

○連合長（池田禎孝）答弁で申し上げましたように様々な課題がありますので、どうい

ったことができるのか我々も検討いたしますし、繰り返しになりますけれども地域の中

で少しでもそういう場づくりができるよう努めてまいりたいというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）畑野麻美子議員。 

 

○１７番（畑野麻美子議員）ぜひ期待して、一般質問を終わります。 

 

通告順に従い、１５番、永井純一議員の一般質問を許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）永井純一議員。 

 

○１５番（永井純一）皆さま、こんにちは。坂井市の永井純一でございます。通告に

従い一般質問をさせていただきます。その前に、先日、トルコで大地震がおき多くの

方が犠牲になりました。いまなお助けを求めております。心よりお悔やみとお見舞い

を申し上げます。なお、坂井市、あわら市においても出来る支援があればよろしくお

願いいたします。それでは前回に引き続き、介護人材確保についてお伺い致します。

今、社会では多くのところが人材不足で、生き残りをかけてその獲得や育成に力を入

れ始めました。お客様をそして従業員を大切にするところが生き残れるということで

す。坂井市のことで恐縮ですが、池田市長は「市民のため」「人の役に立つ」との価値

観のもと、人に会う、人を大切にすることを主眼に精力的に行動をされています。そ

して、職員の思いを大事にすると言われ、チームワークで事に当たりたいと言われて
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います。坂井市のある職員さんが「来年度のキーワードは伴走型支援ですね」と言わ

れました。また、「福祉だけでなくあらゆるところに通じて行きますね」ともおっしゃ

り、その通りの社会も企業も伴走型と言い始めています。坂井市にも、素晴らしい職

員さんがいると感心しています。今なすべきことは、それぞれの立場を考慮し寄り添

い、人を大切にする、人を育てることです。介護現場でも、個々に焦点を当てなけれ

ばならないと思います。前回、連合長は介護人材確保について、若い世代に福祉・介

護の重要性を伝えていくことと、外国人材の登用について言及されました。この部分

もしっかり取り組んでいただきたいと思います。今回は、昨年広域連合議会で三重県

の二つの施設を視察させていただきました。二か所とも素晴らしい施設でありまし

た。誰もがその時期が来たらお世話になりたいと思ったに違いありません。簡単に触

れますと、一つの施設は介護ロボットやＤＸを活用した見守り。もう一か所は、対照

的にそういったものに頼らず、人の心、人の手でもっと出来ることがあるとのおもい

で介護をしている。ということでした。二か所に共通していることは、利用者の立

場・目線を重要視して、かつ、従事者を大切にしていることです。付け加えますが、

後者の施設は、ここで働きたいという方が何人も待機しているとのことです。ここ

に、介護人材確保の大いなる示唆があるのではないかと思お伺い致します。１点目、

介護従事者や利用者の負担軽減のため、今一度、介護ロボットやＤＸの活用を強力に

進めること。二つ目に 施設経営者の方は、福祉・介護の崇高な理念をお持ちだと思い

ますが、社会全体が経営者の思い、理念の在り方で社会が変わることを期待していま

す。学び直しという観点で、三重県の施設や他県、県内の施設の好事例を学ぶ機会や

福祉は幸福という理念を学び直す研修会の開催など積極的に行ってはいかがでしょう

か。三点目、介護従事者の方が安心して働けるよう、悩みの相談や仕事のアドバイス

を気軽に受けられるような体制はどのようになっていますか。無ければ、相談体制の

整備をお願いいたします。以上お伺いし、一般質問とします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）  池田広域連合長 

 

○連合長（池田禎孝）永井議員のご質問にお答え申し上げます。１点目の質問の「介護

従事者や利用者の負担軽減のため、介護ロボットやＤＸの活用を強力に進めること。」

について、お答えします。私のこの問題、県にいた時に深くかかわっておりまして、当

時で言いますとパワースーツというものがありまして、実際着て体験をしたことがござ

います。非常に重いものを持っても、軽いと感じたわけなんですけども、一方で着けた

り脱いだりする煩わしさとか、面倒くささがありまして、なかなか今振り返って、数年

経ちますけど、浸透はまだまだ途上なのかな、とそんなふうに思っております。一方で

ＤＸについても、見守りセンサーとか、そんなところが数年前から始まっておりまして、

こちらの方も見渡すと市内の事業所で活用が図られ、人員の省力化と言いますか、削減

にもつながり、あるいは働いている方の働き方改革なり、あるいは仕事を進めるための

体力、深夜の事務の軽減等にもつながっているところが、私も現場を確認したところで

ございます。そういう意味では、利用者の介護従事者の負担軽減については、ロボット、

ＩＣＴ、さらには業務のＤＸ、といった部分が非常に重要と考えております。厚生労働

省においても、２０４０年に向けた社会保障制度のあり方の中で、ＤＸ前提を考えてい

る状況でございます。これから生産年齢人口の減少の中で、ＩＣＴ活用、業務のＤＸ化

は、負担軽減だけに留まらないと思っております。ある意味事業運営のベースと言いま

すか、かかせないものになっていく、というふうに考えております。ご紹介しましたよ

うに、いくつかの事業所ではすでにＩＣＴの活用がされておりますけれども、この分野、

非常にどんどん進んでおりますので、我々も色々な情報を収集しつつ、そうした事業所

にも広めていきたい、また県の方にも、そうした事業の紹介といいますか、情報収集を

求め、どんどん広めていきたい、と考えております。次に、２点目の三重県の事例を踏

まえての研修会の開催などを、積極的に行ってはどうか、というふうなことです。午前

中、全協の中でも色々介護職員の確保についてはご議論、ご意見ございました。介護職

員の確保、定着についてまずは経営者の明確な経営理念といいますか、あるいは職場を
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どうするんだ、環境をどう整えるんだ、職員のキャリアアップをどう図るんだ、という

ふうなところがベースになってくると思います。希望の持てる職場づくり、魅力向上、

といったところが何よりも重要というふうに考えております。そういう意味におきまし

て、学ぶ機会をいかに作るか、というふうなところについては、来年度になりますが、

地区内の介護事業所のサービス計画を作成する方々、担当者を対象とした研修会を開い

てみたいな、と予定しております。その中身でございますが、利用者の意向、あるいは

自立支援、重度化防止に資する個別サービス計画書の作成方法を学べる内容にしていき

たい、というふうに考えております。こうしたことがらも、先ほどご質問がありました

ネットワークさかいとよく連携しながら、効果的な事業の検討でありますとか、あるい

は職員の定着に成果を上げているいろんな事業所がありますので、そうしたところを研

修会などで積極的に紹介していきたいというふうに思っております。いいところはしっ

かり学んで取り入れるということを行政のみならず、こうした事業所にも広げていきた

いと思っております。３点目の気軽に相談できるアドバイス体制についてのご質問であ

ります。人間、本当に悩みが絶えないところでございまして、私もどこかに相談窓口を

作ってほしいな、というふうなことも思うわけでございます。特に福祉の分野は、そう

した相談体制が大事かな、というふうに思っております。福祉、介護のお仕事の相談と

いう形では、福井県ですが、県の社会福祉協議会がこの分野を担っている形になります。

毎週月曜日から金曜日の９時から 17時、夜間相談も設けられておりまして、毎月第２、

第４木曜日の 17 時から 20 時まで相談を受付ている、ということが進められています。

また、月１回、毎月第１水曜日、ハローワーク三国で移動相談会も開催されております。

今年度実績でありますが、１月までに７件の相談を受け付けているとのことでした。こ

うした相談窓口、まだまだ周知、不十分な点をあろうかと思います。先ほどのネットワ

ークさかいを通じて、各事業所にも伝えていきたいと思いますし、我々の中での広報誌

の中でもこの窓口を周知していきたい、と考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀田あけみ）  １５番、 永井純一議員 

 

○１５番（永井純一）ありがとうございました。１番目、２番目は経営者の思い、とい

うのかそこが非常に重要になってくるのかな、と思っております。自分のところの従業

員とか、あるいは利用者さんのことを思えば、介護ロボットとか、必然的に負担軽減と

か、皆さんのためになると思いがあれば、導入していただけるのかな、と思いますので、

連合長もおっしゃいましたが、しっかりと周知とかあるいは補助金の活用とか申請方法

とかをしっかりとお伝え願えればありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

３番目の相談体制というのは、坂井市でもここサポという形で充実をさせておりまして、

私も何人かおつなぎしたことがありますけど、ほんと相談のところは大変なところで、

うちは幸いにも一人一人の職員さんが、けっこう高いスキルを持っていて寄り添って、

チームワークでやっていただいているので、ただ、これからどんどん多種多様なこの介

護のところもそうですけれども、いろんな課題とか、相談とか出てくると当然、職員だ

けでは今後、対応しきれなくなるのかな、という思いもありますので、この辺も今の介

護の方では県社協とかいうお話もありましたけど、外部団体とか、あるいは民間とかも

含めてあるいは、県も含めてこのネットワークを生かしながらやっていただけるとあり

がたいなと思いますし、もう少し、例えば施設ごとにそういった従業員さんのこの思い

とか、相談とか気軽にできる相談者が施設ごとにいれば一番いいのかなと思いますけど、

なかなかそこも施設側も厳しいのかなというところもありますので、せめて圏域、とい

いますか、ここで言えば旧町ごとに一か所とか、気軽に相談できたらいいなと思います

ので、その辺もなかなか難しいところもあると思いますが、そういった形で行ってもら

えないか、と思いますけどいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）池田広域連合長。 
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○連合長（池田禎孝）相談体制を充実させることは重要なことでございまして、職場の

中の相談体制も一つあると思っています。いろんな職場、福祉の仕事のみならず民間含

めて官民含めてそれぞれ所属で悩み事をまずはしっかり相談できることが出発点かな

と思います。まずはその職場の中で解決できるような手立てといいますか、そんなとこ

ろがあればコミュニケーションがとれる職場だと思いますので、先ほど県の社協も言い

ましたけどもそこも一つあるかもしれませんが、ます永井議員がおっしゃったように所

属の中でしっかり相談がとれるようなことを図っていただきたいなと思います。そのう

えで旧町単位でいいますか、我々でいいますと社協の体制も非常に整っておりますし、

いろんなところでいろんな相談事が受けられるんだろうと思います。先ほど事例で紹介

いただきましたここサポ、基本的には市民の生活の中での悩みを受けるところにはなり

ますけども、場合によってはその辺のところに従業者としての悩みも言っていただいて

も構わないかなとそんなふうにも思います。それぞれの悩みをどういうふうに持ってい

くかは、ネットワークさかいともよく相談しながら工夫をしていきたいと思っておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）  １５番、 永井純一議員 

 

○１５番（永井純一）ありがとうございます。坂井市の相談体制も、えっ、こんなこと

まで相談のってくれるの、というところまでやっていただいているわけですけども、ほ

んとに連合長がおっしゃたように、この坂井地区、日本一の福祉、また介護の地域にな

りますように念願しまして質問を終わります。 

 

○議長（堀田あけみ）以上で一般質問を終結いたします。 

 

◇議案第１号から議案第７号の質疑、討論、採決◇ 

 

○議長（堀田あけみ）日程第６、議案第１号、令和４年度坂井地区広域連合一般会計
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補正予算（第３号）を議題といたします。本案に対する質疑を許します。質疑はあり

ませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）討論なしと認めます。これより、議案第１号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。したがって、議案第１号、令

和４年度坂井地区広域連合一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されま

した。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第７、議案第２号、令和５年度坂井地区広域連合一般会計

予算を議題といたします。本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）討論なしと認めます。これより、議案第９号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 
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〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。議案第２号、令和５年度坂井

地区広域連合一般会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第８、議案第３号、令和５年度坂井地区広域連合介護保険

特別会計予算を議題といたします。本案に対する質疑を許します。質疑はありません

か。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）なしと認めます。これより、議案第３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。したがって、議案第３号、令

和５年度坂井地区広域連合介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第９、議案第４号、令和５年度坂井地区広域連合代官山墓

地特別会計予算を議題といたします。本案に対する質疑を許します。質疑はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（堀田あけみ）なしと認めます。これより、議案第４号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。したがって、議案第４号、令

和５年度坂井地区広域連合代官山墓地特別会計予算は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第 10、議案第５号、坂井地区広域連合個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定についてを議題といたします。本案に対する質疑を許しま

す。質疑はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）なしと認めます。これより、議案第５を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。したがって、議案第５号、坂

井地区広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

 

 

○議長（堀田あけみ）日程第 11、議案第６号、坂井地区広域連合職員の定年等に関す

る条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。本案に対す
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る質疑を許します。質疑はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（堀田あけみ）山川議員。 

 

〇１８番山川議員 ただいまの議案について、反対の討論を行いたいと思います。今、

日本中が特に今、春闘の時期を控えていますが、経済をよくするためには賃上げ必要だ

と。これは労働者側だけではなくて経団連などの政財界も賃上げが必要というようなこ

とが強調されております。そういう中でこの役職定年制の導入は、能力のある職員を賃

上げなしで、むしろ賃下げをして働かせようと。定年延長そのものは別に問題はないと

思いますが、こういう能力のある者を安く使おう、というのはとんでもない。私はもっ

と賃金、基本的には引き上げるべきだというふうに思います。この役職定年制というの

は私に言わせれば、日本が現在のように、賃金が上がらない国になった大きな要因は、

非正規雇用制度が導入されたことだと思いますが、この役職定年制も非正規雇用の変形

であると言わざるをえないというふうに思います。このようなことを導入するのは、働

く者の賃金を引き下げる大きな役割をはたすということになります。絶対にこんなこと

は認められないということで反対するものでございます。どうか深く議員の賛同をお願

い申しあげまして、討論といたします。 

 

〇議長（堀田あけみ）他に討論はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）これで討論を終わります。これより、議案第６号を採決いたしま

す。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 
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〇議長（堀田あけみ）起立多数です。したがって、議案第６号、坂井地区広域連合職

員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第１２、議案第７号、指定管理者の指定についてを議題と

いたします。本案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）質疑なしと認めます。これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）なしと認めます。これより、議案第７号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

〇議長（堀田あけみ）起立全員です。ご着席ください。したがって、議案第７号、指

定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（堀田あけみ）日程第１３、議員派遣の件についてを議題といたします。本件に

つきましては、お手元に配布した資料のとおりであります。これにご異議ありませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

〇議長（堀田あけみ）異議なしと認めます。よって、資料のとおり派遣することに決定

しました。 

 

◇閉議の宣告◇ 
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〇議長（堀田あけみ）以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これにて会議を

閉じます。 

 

◇広域連合長閉会挨拶◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）閉会にあたり、広域連合長より発言の申し出がありますので、

これを許可します。 

 

〇広域連合長（池田禎孝）閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

議員各位には、大変お忙しい中、慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございます。 

特に、令和５年度の当初予算をはじめ、提出いたしました議案すべてをご承認いただき、

感謝を申し上げます。 本会議を通じ論議のありました様々なご意見等につきましては、

これを十分に踏まえ、今後の広域連合の運営に万全を期してまいります。最後になりま

すが、立春も過ぎ暦の上で春とはいえ、まだまだ寒い日が続いています。議員各位にお

かれましても、お体には十分ご留意いただき、引き続き当広域連合の運営に対しご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

◇閉会の宣告◇ 

 

〇議長（堀田あけみ）これをもちまして、第７６回坂井地区広域連合議会定例会を閉会

します。 

 

〇事務局主任（手島紀志子）御起立願います。一同、礼。 

〔 一同起立・礼 〕 

 

  午後 3時 03分  閉会 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、上記会議の顛末を証するためここに署名す

る。 
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   令和   年   月   日 

 

 

議長 

 

 

議員 

 

 

議員 


